
Z警察等との連携について  
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警察庁生活安全局少年課  

児童虐待事件の検挙状況等  

［＝］身体的虐待  ■性的虐待  ⊂：：コ怠慢又は拒否  ＋被害児童数（人） 一▲一死亡児童数  

「350   

0
 
 0

 
 

3
 
 

、． 
 

【
 
 

「
 
】
L
 

〇
 
 

5
 
 2

 
 

L
」
 
 

〇
 
 

〇
 
 

2
 
 

0
 
 

0
 
 

2
 
 

0
 
 

5
 
 

、
1
r
L
．
 
」
 
 

H111 H12  H13  H14  H15  H16  日17  H18  H19  

総数  身体的虐待  性的虐待  怠慢又は拒否  心理的虐待  

検挙  検挙  被害；  検挙  検挙  被害  検挙  検挙  被害  検挙  検挙  被害  検挙  検挙  被害  
件数  人員  児童数  件数  人員  児童数  件数  人員  児童数  件数  人員  児童数  件数  人員  児童数   

300  0  0   0  

19年   （38：）   

［10  ［10］  ［10］  ［10］  ［10］  ［10］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］   

29二7  329  316  199  221  215  75  77  77  23  31  24   0  0  0  

18年                           （0）   （0）   （0）   （43）  （45）  （57）  （43）  （45）  （57）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  

［8二  ［8］  ［8］  ［8］  ［8］  ［8］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］   

22：！  242  229  0  0   0  

17年       （45）   

［16  ［16］  ［16］  ［16］  ［16］  ［16］  ［0］  ［0］  ［0】  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］   

225）  253  239  176  193  186  39  0   0   0  

16年               （0）   
［8］  ［8］  ［8〕  ［8］  ［8］  ［8】  ［0］  ［0］  ［0］  ．［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］   

15‾7  183  166  109  130  115  29  29  32   0  0  0  

15年  

【＿  」旦］  ［10］  ！［9］  ［9］  ［10］  ［9］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕   
＿  

注〉上段の（′1は、保護者が、児童と共に死ぬことを企図し、児童を殺害：未遂を含む二′して自責貰（未遂を含む〕を図った場合を外数で言十上したこ   

下段の［］は、出産直後の殺人（未遂を含む）及び遺棄致死の場合を外数として計上した。  

－1習窪庁生活安全局少年課「少年非行の概要（平成19年1～12月）」よリ   



原議保存期 間1年  
（平成21年12月31日まで）  

警視庁生活安全部長  
各道府県警察本部長 殿  

各 方 面 本 部 長  

警察庁丁少発第102号  

平成20年 4 月 21日  
警察庁生活安全局少年課長  

厚生労働省が所管する「児童虐待防止対策支援事業」への協力について   

標記の什については、厚生労働省において「児童虐待防止対策支援事業実施要  

綱」（以下「要綱」という」）を定め、平成17年4月1日から実施されているところで  

あるが、先般、要綱の改正があり、警察庁に対して別添のとおり依頼がなされた。   

本事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関や職種の協力を得て、  

高度で専門的な判断が必要となるケースへの対応が可能となる体制を確保するとと  

もに、相談機能を強化し、もって子どもの福祉の向上を図ることを目的に実施され  

るものであり、要綱で示された事業のうち  

○ 法的対応機能強化事業  

○ スーパーバイズ・ 権利擁護機能強化事業  

○ 一時保護機能強化事業  

の3事業について、警察官OB等実務経験者の援助を得ることができることとされ  

た。   

上記事業における警察官OB等の援助内容の詳細は要綱に示されているが、警察  

官OBが各自治体の児童相談所の非常勤職員として採用されることにより、  

○ 都道府県知事（児童相談所職員）が行う臨検・捜索の許可状請求や、接近禁  

止命令等手続きの迅速な対応   

○ 虐待事案の危険度や緊急度についての的確な判断及び警察との連携強化  

などが図られることが期待される。   

ついては、各都道府県の児童福祉主管課から、本事業への警察官OB等の採用に  

ついて相談があった場合には、生活安全部門と警務（人事）部門が連携を図り、実務  

能力を備えた優秀な人材を人選するなど、児童虐待防止対策支援事業に協力するよ  

う配慮されたい。   

なお、本通達については警察庁長官官房人事課と協議済みであることを申し添え  

る。  
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律  

出会い系サイトを利用した児童の犯罪被害が依然として多数発生  

（人）   

1，000  

500  

被
害
児
童
の
推
移
 
 

○被害児毒が、平成川年以降常に   
千人を超えている   

○法施行報いったん減少するも平成  
18年以降再び増加傾向  0

 
 

H15  H16  H17  H18  H19  

現行法の概要   

【出会い系サイト事業者の規制】   

○児童による利用禁止の明示   

○児童でないことの確認   

○違反事業者に対する是正命令（罰金・懲役刑）   

○事業者に対する報告徴収（罰金刑）  

問題点  出会い系サイト事業者に対する規制の強化   

①届出制の導入  

→事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ  
届出（無届は処罰）  

②事業停止命令の創設  
→違反者は処罰  

＼③欠格事由・事業廃止命令の創設  
－→違反者は処罰  

出会い系サイト事業者の  

把握が国難  
－
一
〇
∽
－
 
 主   

な   

改   

正   

の   

内   

専  

不適格事業者による事  

業の稚続  

【利用者規制】  

○何人も出会い系サイトを利用して児童を対象と   
する以下の行為を禁止（罰金刑）  

・性交等の相手方となるように誘引すること  

t対償を示して交際の相手方となるように  
誘引すること  

ノ出会い系サイト事業者に‡   

：よる児童の被害防止措置j  

が不十分  

④児童に係る誘引情報の削除措置  

→・児童が異性を誘う書き込み   

・大人が異性の児童を誘う書き込み   

が対象（不履行は行政処分対象）  

児童による利用の防止措置の強化   

⑤民間団体が行う児童利用防止活動の促進  
ト  →ホットライン業務を行う民間団体を国家公安委員  
‥  

会が登録し、情報提供の支援を実施  

璽く 
る事業者（携帯電話．  

PHS会社）や保護者が行う児童の出会い系サイトの利用  
防止措置の例としてフィルタリングを明記（努力義務）   

①～⑤は公布から6月以内に、⑥は公布から3月経過後に施行予定。   

【その他の者の責務】  

○役務提供事業者等の児童の利用防止措置  

○児童の保護者による児童の利用防止措置  

○国及び地方公共団体による教育及び啓発等の   
措置  

出会い系サイト事業者以  

外の者による児童の利用  

防止に向けた取組みの促  

進の必要  



イ
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タ
ー
ネ
ッ
ト
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紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
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律
の
…
部
を
改
正
す
る
法
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新
旧
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条
文
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傍
線
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改
正
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）
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
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介
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（
定
義
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
 
 
 

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

～
二
 
 
 

（
略
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第
二
▲
条
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
惟
紹
介
事
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は
、
そ
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∴
 
資
す
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と
を
目
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と
す
る
 

令
の
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定
を
遵
守
す
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と
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に
 
 

介
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す
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た
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の
 
 

携
を
い
う
。
）
 
 

四
 
登
録
誘
引
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提
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関
 
 

気
通
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を
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機
器
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の
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制
 
 

努
め
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な
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介
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介
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介
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役
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を
行
う
役
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又
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該
 
 

必
要
な
電
気
通
信
役
務
 
 

る
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と
を
い
う
。
 
以
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の
使
用
に
係
る
通
信
端
 
 

の
自
動
利
用
制
限
 
（
電
 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
 
 

の
防
止
に
資
す
る
よ
う
 
 

ン
タ
ぅ
ネ
ッ
ト
異
性
紹
 
 
 

の
法
律
そ
の
他
の
法
 
 

る
電
気
通
信
役
 
 

項
の
登
録
を
 
 

の
行
う
イ
 
 

（
定
義
）
 
 

第
二
条
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
 
 
 

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
・
1
一
ぅ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

～
三
 
 
（
略
）
 
 

第
二
一
条
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
及
び
そ
の
行
う
イ
 
 

て
児
童
の
健
全
な
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
 

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

笥
粛
は
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
児
 
 

に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
利
川
の
防
止
に
資
 
 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
 
 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
件
紹
介
事
業
者
等
の
責
務
）
 
 

必
要
な
役
務
を
提
供
す
る
事
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第
二
∴
享
 
児
童
に
係
る
誘
引
の
禁
刃
 
∵
 
 

第
六
条
 
何
人
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
 
 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）
 
 

第
五
条
 
 
（
略
）
 
 

（
保
護
者
の
責
務
）
 
 

第
四
条
 
児
童
の
保
護
者
 
（
親
権
を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
 
 

て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
 
（
以
卜
 
「
禁
止
誘
引
行
為
」
 
と
い
う
。
 
 

）
 
を
し
て
は
な
ら
な
い
「
 
 

（
略
）
 
 

を
利
用
す
る
こ
と
そ
の
他
の
児
童
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
 
 

性
紹
介
事
業
の
利
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
 
 

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

。
）
 
は
、
児
童
の
使
用
に
係
る
通
信
端
末
機
器
に
よ
る
電
気
通
 
 

介
事
業
者
及
び
役
務
提
供
事
業
者
は
、
 
 

一
二
一
‖
 
こ
 
 

′
1
 
、
－
＝
‖
l
 
 

通
信
の
自
動
利
用
制
限
を
行
う
機
能
を
有
す
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
 
 

め
の
電
気
通
信
 
 

配
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

五
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
を
異
性
交
際
の
相
 
 

人
 
（
児
竜
を
除
く
。
第
五
ロ
ケ
に
お
い
て
同
 じ
。
）
 
を
児
童
 
 
 

と
の
性
」
父
等
の
相
手
方
と
な
る
よ
う
に
誘
引
す
る
こ
と
。
 
 

一
・
几
 
 
（
略
）
 
 

際
∴
り
相
二
十
力
と
な
る
ょ
う
に
誘
引
す
る
こ
と
 

手
方
と
な
る
よ
う
に
誘
引
し
、
 
 

つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
す
る
た
 
 
 

の
自
動
利
用
制
限
を
行
う
役
務
又
は
当
該
電
気
 
 

又
は
人
を
児
童
と
の
異
性
交
 
 

児
童
の
健
全
な
育
成
に
 
 

第
二
章
 
児
童
に
係
る
誘
引
の
規
制
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
 
 
 

第
六
条
 
何
人
も
、
 
 
 

て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）
 
 

第
五
条
 
 
（
略
）
 
 

（
保
護
者
の
責
務
）
 
 

第
四
条
 
児
童
の
保
護
者
 
（
親
権
を
行
う
者
又
は
後
見
人
を
い
う
 
 

。
）
 
は
、
児
童
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
利
 
 
 

用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
略
）
 
 

二
 
人
 
（
児
童
を
除
く
。
）
 
を
児
童
と
の
性
交
等
の
相
手
方
と
 
 
 

な
る
よ
う
に
誘
引
す
る
こ
と
。
 
 

二
・
四
 
 
（
略
）
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第
L
条
 
イ
ン
タ
ー
已
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
 
 

2
 
 

げ
る
事
項
に
変
更
が
 
 

規
則
で
十
忙
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

な
い
∵
 
二
の
場
へ
〓
に
お
い
て
、
届
出
に
は
、
日
豪
公
安
委
員
会
 
 
 

首
に
あ
っ
て
は
、
住
這
∵
 
価
新
二
片
を
除
き
、
以
卜
 
「
事
務
所
」
 
 

掲
げ
る
事
項
を
事
業
の
本
拠
と
な
る
事
務
所
 
 

と
い
う
へ
〝
 
）
 
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
 
 

以
卜
 
「
公
安
委
員
会
」
 
と
 
 

L
 
 

j
 
 は

、
旧
家
公
安
委
U
〓
ハ
ム
ム
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
 
 
 

で
お
め
る
と
二
ろ
に
よ
り
 
 

ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
廉
直
 
 

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
届
H
）
 
 

友
委
員
会
規
 
 

＋
 
業
を
ホ
↓
J
り
の
と
 
 

前
項
の
規
定
に
上
 
 

法
に
関
す
る
事
項
 
 

ト
∵
あ
る
場
人
〓
に
あ
 
 

の
代
長
音
の
氏
名
 
 

と
 
 

い
こ
の
確
認
 
 

事
務
所
の
 
 

仁
 
一
条
 
 

♯
業
の
木
拠
と
な
る
事
務
所
の
所
在
地
 
 

づ
該
事
業
こ
 
つ
 
 

法
人
に
あ
 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
 
 

第
三
章
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
捏
ハ
性
紹
介
事
業
の
規
制
 
 

車
他
誌
番
＝
一
り
そ
の
 
 

規
定
に
ト
L
る
異
性
交
際
希
望
者
が
児
童
で
な
 
 
 

て
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
 
 

で
十
忙
め
る
も
の
 
∵
 
 

き
広
十
＝
又
は
宣
伝
を
す
る
場
へ
じ
に
当
該
事
 
 

実
施
の
仁
∵
法
そ
の
他
の
業
務
の
実
施
の
方
 
 
 

あ
っ
た
と
き
は
、
旧
家
公
安
委
員
会
規
則
 
 
 

る
眉
目
を
し
た
者
は
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
 
 

っ
て
は
、
そ
れ
ら
仝
部
の
呼
称
）
 
 

二
し
使
用
す
る
呼
称
 
（
つ
該
呼
称
が
∴
以
 
 

い
う
。
）
 
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

そ
の
旨
を
公
安
委
員
会
 
（
公
安
委
 
 
 

し
た
と
き
、
又
は
同
項
各
口
一
り
に
掲
 
 

他
の
連
絡
車
凡
で
あ
っ
て
同
家
公
 
 

（
事
務
所
の
な
い
 
 

（
新
設
）
 
 第

三
章
 
 

児
童
に
よ
る
利
用
の
防
止
 
 
 

「
 
 

凡
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第
八
条
 
次
の
各
号
の
 
 

変
更
し
た
後
の
事
務
所
の
所
在
 
 

員
会
の
管
轄
区
域
を
異
に
し
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

に
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
 
 

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
 
 

三
 
最
近
五
年
間
に
第
十
四
 
 

五
 
未
成
年
者
 
（
児
童
で
な
 
 

四
 
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
 
 

二
 
禁
錮
以
上
 
 

（
欠
格
事
由
）
 
 

律
第
五
十
一
 
 

祉
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
 
 

が
な
く
な
っ
 
 

処
罰
及
び
児
童
の
 
 紹

 

ら
五
年
を
経
過
し
な
 
 

と
い
う
。
）
 
で
あ
る
 
 

せ
ら
れ
、
そ
 
 

に
関
し
成
年
者
と
同
山
 
の
 
 

る
暴
力
団
員
 
（
以
下
こ
 
 

の
規
定
に
よ
る
命
 
 

（
平
成
三
牛
法
律
第
七
十
 
 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
 
 

項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
 
 

ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
 
 

を
受
け
復
権
を
得
な
い
者
 
 

た
目
か
ら
起
算
し
 
 

号
）
 
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
 
 

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
 
 

の
執
行
を
終
わ
り
 
 

令
に
違
反
し
た
者
 
 

保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
 

介
事
 
 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
 
 

者
又
は
暴
力
団
員
で
な
 
 

の
号
に
お
い
て
単
に
 
 

則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
 
 

律
第
百
六
十
 
 

条
又
は
第
十
 
 

て
事
務
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
 
 
 

業
者
の
相
続
人
で
 
 

七
号
）
 
第
一
 
 

行
為
能
力
を
有
す
 
 

い
未
成
年
者
に
あ
 
 

地
を
管
轄
す
る
 
 

は
な
ら
な
い
。
 
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
 
 

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
 
 

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
 
 

の
防
止
等
に
関
す
る
 
 

血
条
第
六
口
す
に
規
定
す
 
 

又
は
破
産
手
続
開
始
 
 

四
号
）
 
第
六
十
条
第
 
 
 

五
条
第
二
項
第
二
号
 
 

ノ
に
係
る
行
為
等
の
 
 

こ
の
法
律
、
児
童
福
 
 

て
罰
金
の
刑
に
処
 
 

（
平
成
十
一
年
法
 
 

公
安
委
員
会
）
 
 

ヽ
」
 
く
な
っ
た
目
カ
 
 

そ
の
法
定
代
理
 
 

る
者
及
び
イ
ン
 
 
 

っ
て
は
、
営
業
 
 

「
暴
力
団
員
」
 
 

イ
ン
タ
ー
 
 

（
新
設
）
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弟
ト
＼
▲
条
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
 介
事
業
音
は
、
そ
の
行
う
 
 

仙
弟
仁
一
条
 
 
 
〔
略
）
 
 

右
上
条
 
 
 

（
略
）
 
 

第
九
条
 
第
L
条
第
▲
 
墳
の
規
定
に
⊥
る
届
〓
を
し
た
者
は
、
 
 

一
－
j
 
一
・
・
－
、
 
一
 
 
 
 
ノ
 
、
、
ノ
 
 
 
）
 
 
 
 
－
 
 

り
一
 
、
＝
里
 
い
巨
．
 ′

 
 

、
 

車
業
苦
∵
は
そ
山
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
 
 

抹
∵
廿
誘
引
行
為
に
係
る
異
性
交
際
に
関
す
る
清
掃
を
イ
ン
タ
ー
 
 

用
L
て
H
わ
れ
る
禁
止
誘
引
行
為
そ
の
他
の
児
童
の
健
全
な
育
 
 

成
に
障
圭
∵
を
及
ば
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
 
 

、
予
ソ
ト
を
剛
川
 
二
㌧
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
 
 

∵
 
 
．
．
・
 
 
 
 
‥
 
 
、
 
 

に
ー
↓
る
た
め
〃
措
置
を
と
「
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
 
 

か
h
∵
吊
れ
て
い
ろ
二
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
 
 

イ
㌧
ノ
ウ
ー
、
羊
ソ
ト
輿
件
紺
介
車
業
を
利
用
し
て
禁
止
誘
引
行
為
 
 
 

J
の
名
長
を
も
っ
て
、
他
人
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
 
 

ぼ
す
行
為
の
防
直
措
㌍
）
 
 

（
児
童
の
健
t
な
人
〓
成
に
障
牛
＝
を
及
 
 

（
肘
∵
量
∵
で
ー
な
い
 
二
し
「
一
〃
確
認
）
 
 

（
利
用
の
禁
止
の
明
▲
小
等
）
 
 

〔
名
ぷ
貸
L
の
禁
臣
）
 
 

イ
 
第
∴
 ＝
り
か
ら
第
川
＝
一
り
L
土
で
に
掲
げ
る
首
 
 

－
」
 
 

－
L
 
エ
l
▲
 
 

一
－
ノ
 
 
1
．
1
 
 

人
が
前
各
〓
ケ
の
い
ず
れ
に
J
U
該
↓
し
な
い
も
の
を
除
く
に
 
）
 
 

る
昔
の
あ
る
む
の
 
 

は
人
で
、
そ
の
役
‖
H
‥
ゾ
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
ん
ソ
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ー
 
 

〕
 
〕
 
i
ト
 
、
、
 
 

／
 
′
 
 
．
†
ト
 
ソ
 
＼
隠
し
、
山
L
 
〃
口
㌧
卜
 
 

「
、
ノ
 
ノ
／
 
 

「
≒
／
．
小
卜
 
立
付
 
ノ
／
－
ノ
 
 

．
U
 
〃
〉
 
ト
ト
ユ
〃
 
 

速
や
か
に
、
「
亥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〓
 
 

第
九
条
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
記
ベ
ル
工
m
旧
人
什
事
業
者
ま
、
そ
の
行
う
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
一
二
／
 
■
パ
1
．
＋
ノ
一
／
 
 
 
ノ
 
ノ
 
 

第
八
条
 
 
（
略
）
 
 

第
L
条
 
 
 
（
略
）
 
 

（
新
設
）
 
 

各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
の
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
 
 

及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
 
 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
第
六
条
 
 

（
利
用
の
禁
止
の
明
ホ
等
）
 
 

「
⊥
㌧
キ
て
な
い
こ
と
の
確
認
）
 
＼
 
 
1
1
 
 
 
二
l
 
 
一
、
 
 

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
の
防
止
措
置
）
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第
仁
二
条
 
 

弟
十
∴
四
条
 
 
イ
、
ノ
ウ
 
 

（
削
除
）
 
 

違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
」
該
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

L
う
ら
＝
 
 
 

け
な
 
 
 

条
の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
 
 

な
指
示
を
す
る
二
し
∴
か
 
 

性
紹
介
事
業
首
の
 
 

成
に
障
牛
∵
を
蚊
ぼ
す
お
キ
 
 

す
る
抑
非
 
（
こ
 
 

認
め
る
場
合
に
お
い
て
 
 

ま
、
り
】
該
イ
 
ン
 
ク
ー
ー
、
不
 
 

そ
力
他
児
童
の
健
全
な
吉
∵
成
 
 

の
法
律
に
基
づ
 
 

■
－
、
 
の
健
八
卜
な
ト
ロ
成
に
…
捏
牛
 
 

ン
タ
1
、
不
 
 

ン
 
々
 
1
、
不
 
ツ
 
 

（
指
ホ
）
 
 

へ
車
業
の
停
車
隼
寸
）
 
 

ソ
ト
輿
件
紹
 
 

の
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
 
 

ノ
＼
命
令
又
は
他
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
 
 
 

ク
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ
 
 
 

車
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
 
 

介
事
業
こ
封
し
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
 
 

介
事
業
に
閲
し
 
 

を
及
ば
す
行
為
を
防
直
す
る
た
め
 
 
 

て
キ
」
る
 

ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ
 
 

ソ
ト
興
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
児
童
 
 

当
該
違
k
行
為
が
児
童
の
健
全
な
育
 
 
 

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
 
 

に
障
害
を
及
ぼ
 
 

第
八
条
第
∴
号
に
規
定
 
 

す
罪
で
政
令
で
定
 
 

て
は
、
第
二
十
 

の
罪
を
除
く
。
）
 
 

第
十
条
 
都
道
府
県
公
安
委
員
会
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

う
。
）
 
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
 
 

が
で
き
る
。
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

正
す
る
た
め
 
 

は
第
八
条
の
規
定
に
違
反
し
 
 

（
是
正
命
令
）
 
 

上
無
電
づ
⊥
 
■
．
 
 

に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
 
 

ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
 
 

ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
第
七
条
又
 
 
 

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
 
 

（
以
下
 
「
公
安
委
員
会
」
 
と
い
 
 

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
 
 

当
該
違
反
を
是
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リ
一
 
 

l
ノ
〕
 
 

ソ
∵
れ
そ
れ
㌔
該
各
 
 

似
げ
ろ
場
∴
＝
ハ
．
メ
∴
〓
∴
従
い
、
 
 

一
一
▲
－
ノ
っ
」
＼
 
 
 

ト
′
バ
∵
†
‖
末
吉
∵
り
五
∵
斉
 
 

－
 
 
 
▼
T
一
－
J
 
 

賞
∵
㍍
／
し
弟
†
二
㌧
圭
 
 

移
立
∵
明
知
ヤ
∵
 
 

j
」
 
 
－
ノ
 
、
，
人
 
－
」
ノ
 
 
 
i
 
′
 
 

り
∵
 

∴
★
∴
′
↑
・
1
′
†
在
＝
〓
∵
∵
｛
則
∵
∵
十
牛
枯
 
 

）
 

J
 
 

－
 
 
 

－
 

、
ノ
「
 
ツ
ー
、
芦
 
‖
ナ
、
パ
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．
．
．
■
．
t
／
 
 
l
卜
‘
■
■
 
 

I
 
イ
 
′
㌧
－
・
J
l
l
 
㌧
載
㍉
二
小
‥
人
■
た
 
1
」
＝
∵
．
∴
∴
畑
ト
∴
隼
ト
．
＼
1
、
再
 
 

‥
－
■
1
 
 
■
 
－
1
り
 
▲
1
 
ナ
 
 
ト
L
 
′
J
 
 

・
・
ネ
 
リ
 
 

ン
 
ヤ
 
 
 

∴
ト
∵
∵
れ
∴
ブ
移
立
∵
㌣
細
井
∵
㌦
薄
日
∵
上
れ
上
 
し
」
き
は
 
 

h
り
釆
 
 

．
 
 

∵
十
∴
＝
 
 

車
た
首
ノ
車
務
所
 
 

∴
∵
㌣
 
．
り
巨
 
∴
ト
〓
工
∵
ユ
ー
㌧
十
∵
十
∴
 
 

し
 

二
」
∴
 

」
」
・
∫
∵
 

つ
二
∵
二
十
〕
両
日
∴
帖
′
し
十
∵
と
き
十
J
、
 
 

l
 
 
－
 
 

車
業
 
 ∴

二
 
 

7
 

r
 
「
‥
巨
′
－
∵
≠
朱
塁
十
 
ゝ
⊥
＝
川
 
ノ
 
 

一
ゝ
－
∴
小
ノ
 
∵
⊥
．
キ
 
 
 
＋
 
 

▲
 
 

な
い
締
囲
内
で
期
問
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
J
「
∧
1
 
ト
ー
 
 
＼
 
 

烏
が
〓
．
い
弟
∵
r
帖
∵
∴
右
∴
り
∴
∴
」
該
∵
「
ン
ハ
ブ
1
、
1
、
／
卜
捏
（
件
紹
介
 
 
 

∵
∴
り
 
 ‥

ハ
 

削
（
ト
卜
十
∵
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〆
 
 

＼
 

∴
〕
…
′
言
左
㍉
 
 

‥
 

し
 
 

ノ
1
．
 
／
 
ソ
 
 

1
＼
ノ
ウ
 
2
ネ
 
ソ
 
ト
捏
‥
廿
日
∵
什
・
車
某
書
目
∴
 
 

直
仝
∴
証
丈
は
‥
証
出
停
止
 

㌧
左
〓
、
．
1
、
丁
ト
、
 
 

イ
≧
 
こ
 
 

公
豆
 
 ∴

牲
介
事
業
肯
い
ユ
 

ー
 

性
紹
〃
 
 

′
＝
 
 
 
＝
 
ノ
 
 
 

－
 
 
 
 
 
－
 
■
 
 

諭
∵
言
ト
ケ
∴
L
－
エ
ー
〕
t
′
－
1
二
ノ
つ
場
 
 

ネ
∵
ノ
ト
捏
‥
性
紹
介
率
業
 
 

ン
 
ク
ー
－
、
羊
 
 

∴
J
 
r
 
 

ポ
′
＝
・
≠
ん
圭
首
∴
〃
葉
∴
伏
木
∵
 
 

■
 
 
 
 
、
一
「
一
 
－
ト
■
′
 
 

＼
＼
1
：
 
‥
杢
寸
㌧
二
三
ナ
し
′
′
∵
安
心
キ
＝
＝
仝
ム
H
 
 

ユ
 
 
 
ノ
イ
†
．
 
 
ノ
∴
 
 

り
」
ト
簗
イ
・
ン
 
′
／
、
L
ネ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
／
 
 
 
▼
′
 
 

〓
リ
 
 

〃
∴
廿
仙
を
㌣
ス
 
 

／
 
j
ノ
ー
王
 
 

き
、
小
姓
で
 
 

て
準
用
十
 
ろ
場
へ
〓
を
含
∵
㍗
 
 

れ
一
㌧
、
…
」
該
イ
 
 

ト
 
り
‖
I
 
 

ー
 
 

－
r
一
f
／
 
ト
 
 

護
′
、
八
八
‖
㌧
「
八
け
聴
聞
 
 

両
刃
所
れ
伸
二
三
骨
轄
 
 

∴
、
 
 

T
・
「
J
 
 
 
′
－
 
 

「
ノ
 
ー
 
 
 
＼
 
 

＝
 
▲
＝
 
 

首
が
第
八
条
各
n
り
の
 
い
 
 

／
 

．
）
、
こ
、
当
該
イ
 
 

．
．
 
 

ネ
ノ
 
ト
Ⅶ
／
性
紹
介
寓
∴
莱
 
 

車
∵
芋
≠
ハ
 
 

〃
車
務
所
を
他
の
公
安
 
 

ソ
 

を
．
∫
 
 

、
／
∵
し
〔
 

小
ソ
八
け
前
条
第
 
二
填
の
 
 

ろ
机
へ
〃
移
送
通
知
書
 
 

利
1
レ
、
仁
バ
‖
り
ふ
 

一
 

超
、
ズ
 
 

る
∴
し
∴
い
 
 

ン
・
ク
ー
1
、
羊
 
ソ
 
ト
虹
∵
件
 
 

産
直
を
命
ず
る
 
 

介
東
∵
芋
∵
首
に
打
 
 

i
、
巨
】
 
 

車
」
該
イ
 
ン
タ
 
 

キ
∴
圭
轄
す
る
公
 
 

＝
▲
り
に
定
め
る
 
 
 

次
ハ
各
＝
ケ
に
 
 

イ
 
ン
 
タ
ー
、
不
 
 

「
．
．
I
、
＼
、
ユ
ー
ナ
、
 
 
′
－
－
1
 
 

l
 
 、

 
 

「
「
′
 
／
′
｛
 
ト
仁
 
 

〉
 
の
規
定
 
 

1
該
処
分
 
 

十
る
公
安
 
 

（
新
設
）
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第
十
七
条
 
 

第
十
六
条
 
 

3
 
第
一
項
の
規
定
は
、
 
 

条
第
二
項
を
除
く
。
 
 

定
に
よ
る
処
分
を
す
る
 
 

書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
 
 

出
を
求
め
る
こ
と
が
 
 

分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
 
 

処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
 
 

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

二
 
当
該
イ
 
 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
 
 

（
国
家
公
安
委
員
会
 
 

（
報
告
又
 
 

業
の
全
部
又
は
 
 

内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
イ
ン
 
 

す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
 
 

全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
 
 

た
 
 

た
と
認
め
る
場
合
に
お
い
 
 

こ
の
法
律
に
基
づ
 
 

ン
タ
ー
ネ
 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
件
紹
介
事
業
に
関
し
こ
 
 

当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

児
童
の
健
全
な
育
成
に
 
 

タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
 
 

め
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
。
 
 

公
安
委
員
会
は
、
 
 

は
資
料
の
提
出
）
 
 
 

公
安
委
員
会
は
、
 
 

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
 
 

ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
前
条
第
 

ツ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
 
 

一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。
 
 

く
命
令
又
は
他
の
法
令
 
 

で
き
る
。
 
 
 

へ
の
報
告
等
）
 
 

公
安
委
員
会
が
前
項
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
 
 
 

ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ
 
 
 

介
事
業
に
 
 

障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
 
 

次
の
各
号
の
 
 

第
七
条
か
 
 

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
 
 

て
、
当
該
違
反
行
為
が
児
童
 
 

の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
 
 

い
て
準
用
す
る
。
 
 

第
十
三
条
及
び
前
条
第
一
項
 
 
 

関
し
報
告
文
は
資
料
の
提
 
 

タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
 
 

ら
前
条
ま
で
 
（
第
十
二
 
 

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
 
 

当
該
処
分
移
送
通
知
 
 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
 
 

の
規
定
に
よ
り
処
 
 

の
法
律
若
し
く
は
 
 

の
規
定
に
違
反
し
 
 

こ
れ
ら
の
規
 
 

項
に
規
定
 
 

そ
の
行
う
 
 

の
行
う
イ
 
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
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弟
ト
∴
八
条
 
 

2
 
 
公
安
委
員
会
は
 
 

∵
、
十
∴
＝
 
 

管
轄
す
る
公
安
委
邑
∵
ご
に
対
し
、
国
家
 
 

該
イ
ン
タ
ー
‥
不
ソ
 
 

条
第
二
川
∵
に
規
宕
十
る
措
置
れ
 
 

委
〓
∵
芸
に
通
報
す
る
む
の
 
 

五
∴
公
上
人
杢
∵
昌
∴
エ
ハ
 
 

‥
1
亥
．
1
・
＼
ノ
 
ク
 
ー
、
羊
 
．
－
／
 
 

ソ
ト
 
「
誘
引
情
緯
 
－
し
′
 
 

引
h
∵
烏
に
係
る
捏
‥
性
交
際
 
 

認
め
る
し
し
き
ま
 
 

と
認
め
る
と
き
 
 

川
（
第
∴
‖
▲
り
に
睨
左
す
 
 

っ
と
す
る
老
∵
は
 
 

め
る
留
墳
を
通
報
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

ろ
し
一
き
寸
 
ュ
 

⊥
り
、
国
家
公
安
委
〓
六
ム
 
 

て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
 
 

ン
ク
ー
ネ
ソ
ト
異
性
紹
介
事
業
 
 

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
澤
録
）
 
 
 

前
項
倶
登
録
 
（
以
下
∴
里
に
 
「
瑳
録
」
 
と
い
う
√
 

規
定
に
L
る
処
分
を
L
た
場
合
 
 

第
仁
二
条
、
第
仁
四
条
第
一
填
又
は
第
仁
▲
九
条
第
 

第
L
条
の
規
定
に
上
る
届
出
キ
ュ
丈
け
た
場
合
 
 

隼
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
 
 

第
Ⅲ
章
 
 

＼
ヽ
 
こ
 
射
≠
L
「
 
ノ
 
／
ノ
 
 

′
、
 
i
．
千
 
／
［
 
－
‘
 

、
月
表
公
安
を
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紺
介
事
業
者
に
上
 
 

当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
 
 
 

業
 

国
家
公
 
 

注
‥
昧
を
チ
ヘ
J
る
こ
と
が
で
き
る
 
 

又
は
同
号
に
規
定
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
 
 

異
性
紹
介
事
業
音
 
 

け
ら
〔
 この
場
人
〓
に
お
い
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
前
 
 
 

る
処
分
の
事
由
と
な
る
違
k
行
為
を
し
た
 
 

異
件
紹
介
事
業
者
に
捏
供
す
る
業
務
 
 （
 
 

＝
〓
‥
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
 
 

小
冥
委
員
会
規
則
で
定
め
 
 

に
閲
ナ
る
情
報
を
収
集
し
、
こ
れ
を
 
 

に
巾
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 
 

当
該
報
生
［
に
係
る
事
項
を
各
公
安
 
 

実
施
の
確
保
を
F
l
的
と
し
て
イ
 
 
 

を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
禁
止
誘
 
 

と
い
う
（
い
 
）
 
を
行
う
者
は
、
回
 
 

公
安
委
員
会
規
則
で
定
 
 

の
事
務
所
の
所
在
地
を
 
 

t
．
、
 
 

）
 
を
受
け
よ
 
 

る
と
こ
ろ
に
 
 

る
第
仁
 
 

（
新
設
）
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4
 
 

げ
る
要
件
の
す
べ
 
て
に
適
合
し
て
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

三
 
法
人
で
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
 
 

一
一
 
第
一
一
十
五
条
 
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
 
 

次
の
各
．
1
ケ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
 
 

通
信
端
末
機
器
を
有
し
、
か
つ
 
 

当
す
る
者
が
あ
る
も
の
 
 
 

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
 
 

祉
法
第
六
十
条
第
 
 

イ
 
学
校
教
育
法
 
（
昭
和
」
∵
ト
・
 
 

る
こ
と
じ
 
 

か
ら
起
算
し
て
二
牛
を
経
過
し
な
い
者
 
 

に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
の
 
 

に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
 
 

る
二
人
以
上
の
者
が
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
 
 

ロ
 
イ
に
掲
げ
る
育
と
同
等
以
L
 
 
 

る
者
 
 

林
木
爛
以
上
 
 

般
教
養
科
目
 
 

誘
引
情
報
提
供
業
務
を
適
正
に
行
う
た
め
 
 

期
入
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
 
 

た
経
験
を
有
す
る
も
の
 
 

よ
る
大
学
に
お
い
て
学
七
の
学
位
を
得
る
の
に
必
要
な
 
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
 
 

て
、
誘
引
情
報
提
供
業
務
に
通
算
し
て
六
 
 

の
目
か
ら
起
算
し
て
二
牛
を
経
過
し
な
い
者
 
 

刀
刑
こ
処
せ
ら
れ
、
又
は
二
の
法
律
、
児
竜
福
 
 
 

の
単
位
を
修
得
し
た
者
又
は
同
法
に
よ
る
短
 
 
 

の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
 
 

ト
の
利
用
を
可
能
と
す
る
機
能
を
肯
す
る
 
 
 

項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
 
 
 

項
の
申
請
を
し
た
者
が
次
に
掲
 
 

い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
 
 

一
年
法
律
第
二
十
六
号
）
 
に
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
 
 

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
 
 

の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
 
 
 

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
 
 

を
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
 
 
 

月
以
上
従
事
し
 
 

登
録
を
受
け
る
 
 

の
次
に
掲
げ
る
 
 

い
ず
れ
か
に
該
 
 

頁   
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▲
▲
 
 

第
上
条
 
国
家
公
安
委
員
会
又
は
公
安
委
員
会
は
、
 
 

第
仁
九
条
 
登
録
誘
引
 
 

6
 
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
は
、
前
項
第
一
 
 

5
 
 
登
録
は
、
 
 

／
ユ
に
け
H
な
り
‥
か
な
、
 

、
り
 
 
 

バ
′
吏
∴
つ
 
ノ
一
二
∴
ノ
∵
†
∵
り
 
 

事
項
を
▲
記
搬
L
て
↓
る
む
の
と
す
る
。
 
 

情
報
提
供
機
関
の
求
め
 
 

掲
げ
ろ
事
項
を
変
更
し
上
う
と
す
る
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
 
 

誘
引
情
捕
捉
供
業
務
を
適
正
に
′
〓
う
た
め
に
 
 

提
供
業
務
を
行
う
∴
 
 

珪
録
誘
引
情
報
提
供
機
閲
が
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
行
う
 
 

は
こ
れ
と
紛
ゝ
り
わ
1
J
 
 

一
 
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
 
 

、
 
r
」
、
 
 
 

－
 
1
 
 

ソ
ト
異
性
紹
介
 
 

（
情
報
提
供
）
 
 

（
表
ホ
の
制
服
）
 
 

事
務
所
の
所
在
地
 
 

▲
1
 
－
 
ュ
ゴ
一
▲
 
ヾ
l
 
 
 
▲
 
 

〓
什
箔
∴
〃
と
 
 

び
に
法
人
に
あ
っ
 
て
は
 、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
 
 

イ
 
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
仁
〓
う
部
門
に
専
任
の
管
理
者
が
 
 

ロ
 
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
適
▲
れ
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
 
 

業
務
方
法
書
そ
の
他
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
 

登
録
隼
H
〓
及
び
登
録
番
け
 
 

置
か
れ
て
い
る
こ
と
 
 

〕
該
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
に
対
し
 
 

群
銀
誘
引
情
報
提
供
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
 
 

宰
堆
木
 
 

、
 

際
L
登
録
を
受
け
て
い
る
旨
の
表
ホ
又
 
 

者
に
係
る
第
L
条
第
一
項
第
 
 

情
報
提
供
機
関
で
な
い
音
は
、
誘
引
情
報
 
 

〓
1
日
∵
な
ら
な
い
 
い
長
∴
小
を
ー
一
 
 

に
応
じ
、
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
が
 
 

∵
、
・
■
 
▼
 
し
 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
 
 

7
ご
り
ユ
」
を
旧
∵
チ
公
安
委
員
 
し
 
ノ
 
 
 
／
し
 
 
－
L
・
■
 
ノ
 
 
 
ー
一
l
 
′
ノ
 
／
 
 
ノ
ー
 
′
 
 

ロ
ケ
又
は
第
二
号
に
 
 
 

必
要
な
限
度
に
お
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
 
 

＝
ケ
か
ら
第
 
 

登
録
誘
引
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
 
 

頁  
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第
二
十
四
条
 
 

第
二
十
三
条
 
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
 
 

務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
 
 

当
該
登
録
誘
 
 

が
第
二
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
て
 
 

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
 
 

法
に
よ
り
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
 
 

各
号
に
掲
げ
 
 

届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
 
 

た
め
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
 
 

る
脊
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
 
 

し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
 
 

又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
 
 

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
 
 

の
方
法
を
改
善
す
る
た
 
 

で
き
る
。
 
 

（
改
善
命
令
）
 
 
 

（
業
務
の
休
廃
止
）
 
 
 

（
秘
密
保
持
義
務
）
 
 

（
誘
引
情
報
提
供
業
務
の
方
法
）
 
 

十
二
条
 
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
 
 

十
一
条
 
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
は
、
 
 

引
情
報
提
供
機
関
に
対
 
 

国
家
公
安
委
員
会
は
、
 
 

登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
は
、
 
 

る
要
件
及
び
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
適
正
 
 

り
誘
引
情
報
提
供
業
務
を
廃
止
 
 

め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
 
 

当
該
登
録
誘
引
情
報
提
供
 
 

た
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
 
 
 

関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
 
 

そ
の
旨
を
国
家
公
安
委
員
会
に
 
 

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

誘
引
情
報
提
供
業
務
に
関
 
 

登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
 
 
 

し
、
誘
引
情
報
提
供
業
務
 
 

い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
 
 

る
基
準
に
適
合
す
る
方
 
 

役
員
若
し
く
は
職
員
 
 

第
十
八
条
第
四
項
 
 

誘
引
情
報
提
供
業
 
 

機
関
に
係
 
 

し
た
旨
の
 
 

に
行
う
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
 
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
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第
∴
十
七
条
 
国
家
 公
安
委
員
会
は
 
 

第
二
十
六
条
 
国
家
公
安
委
員
会
は
、
 
 

第
二
十
五
条
 
国
家
公
安
委
員
会
は
、
 
 

五佃l三l  

そ
の
 
 

誘
引
情
報
提
供
機
関
に
対
し
、
 
 

消
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
 
 

↓
る
こ
と
が
で
き
る
 
い
l
 
 

そ
の
旨
を
甘
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
 
 

（
公
▲
小
等
）
 
 

（
報
告
文
は
資
料
の
提
出
）
 
 

（
登
録
の
取
消
し
）
 
 

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
 
 

反
し
た
と
き
。
 
 

っ
た
と
き
∪
 
 
 

第
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
 
 

次
条
の
 
 

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
 
 

第
卜
八
条
第
六
項
又
は
第
二
十
三
条
第
 
 

第
二
十
二
▲
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。
 
 
 

第
卜
八
条
第
二
項
第
 
 

萄
∴
掃
を
し
た
と
き
。
 
 
 

又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
 
 

規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
 
 

業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
 
 

誘
引
情
報
提
供
業
務
の
適
 
 
 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
 
 
 

登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
 
 
 

る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
 
 

の
提
出
を
し
た
と
き
。
 
 

項
の
規
定
に
違
 
 

の
提
出
を
せ
ず
 
 

登
録
を
取
り
 
 

い
て
、
登
録
 
 

っ
た
と
き
。
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
 
 

（
新
設
）
 
 

一
四
貢
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第
一
∴
十
一
条
 
第
十
四
条
又
は
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
 
 

第
三
十
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
九
条
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
八
条
 
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
 
 
 

に
属
す
る
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
方
面
公
 
 
 

安
委
員
会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
 
 

（
削
除
）
 
 

用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

き
は
、
当
該
公
示
の
日
付
及
び
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
 
 
 

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
 
 

四
 
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
。
 
 

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
へ
 
の
委
任
）
 
 

（
経
過
措
置
）
 
 

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
 
の
権
限
の
委
任
）
 
 

第
六
章
 
罰
則
 
 

第
五
章
 
雑
則
 
 

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
 
 

第
十
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
十
三
条
 
 
（
略
）
 
 

第
十
二
条
 
前
二
条
に
規
定
す
る
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
 
 

第
十
鵬
 
条
 
公
安
委
員
会
は
、
第
七
条
、
第
八
条
及
び
前
条
の
規
 
 

（
新
設
）
 
 

る
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
 
 

会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

事
業
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
 
 

紹
介
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
 
 
 

（
国
家
公
安
委
員
会
規
則
へ
 
の
委
任
）
 
 

（
経
過
措
置
）
 
 

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
 
の
権
限
の
委
任
）
 
 

（
報
告
の
徴
収
）
 
 

第
五
章
 
罰
則
 
 
 

第
四
章
 
雑
則
 
 

方
面
公
安
委
員
 
 

一
五
頁
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第
一
二
十
五
条
 
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
 
 

、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
 
 

第
二
一
十
川
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
 
 
 

万
〓
以
卜
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

第
三
十
 ∴
条
 
第
六
条
 
（
第
五
号
を
除
く
【
∪
 
）
 
の
規
定
に
違
反
し
 
 
 

た
甘
は
、
打
力
〓
以
卜
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

第
三
十
一
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
 
 
 

以
下
の
懲
役
又
は
百
∵
力
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

関
し
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
 
 

し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
 
 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
 
 

三
 
第
卜
一
∴
条
文
は
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
 
 

第
L
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
届
出
を
せ
ず
、
若
し
 
 

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 
 

白
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
 
 

虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者
 
 

せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
し
た
者
 
 

ノ
＼
は
虚
偽
の
届
出
を
し
、
又
は
同
項
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
 
 

を
し
、
又
は
同
項
の
添
付
書
類
で
あ
っ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
 
 

指
示
に
違
反
し
た
者
 
 

る
も
の
を
提
Ⅲ
し
た
者
 
 

ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
た
者
 
 

第
L
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
し
虚
偽
の
届
出
 
 

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
イ
ン
タ
 
 

第
十
八
条
 
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
 
 
 

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
 
 

第
十
七
条
 
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
 
 

第
十
六
条
 
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
 
 
 

罰
金
に
処
す
る
。
 
 

第
十
五
条
 
第
十
条
 
 
 

し
、
第
十
五
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
 
 

者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
 
 
 

月
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

の
報
告
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
 
 

」
ハ
頁
 
 

－119－  



ー120一   




